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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－②】 

② 地域における 24 時間の在宅医療提供体制の構築

の推進 

 

第１ 基本的な考え方 
 

地域における 24 時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点か
ら、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院と連携体制を構築してい
る在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関が
訪問診療を行っている患者に対して、在宅療養支援診療所及び在宅療養
支援病院が往診を行った場合について、新たな評価を行う。 

 
第２ 具体的な内容 
 

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関に
おいて訪問診療を実施している患者に対し、在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院が当該他の保険医療機関と定期的にカンファレンスを行
っていること又は ICT を用いて診療情報や患者の急変時の対応方針につ
いて最新の情報を確認できること等により、平時からの連携体制を構築
した上で、当該在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が往診を行っ
た場合の評価を新設する。 

 
（新）  往診時医療情報連携加算         200 点 
 

［対象患者］ 
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関にお

いて、訪問診療を受けている患者 
 
［算定要件］ 

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と
連携する他の保険医療機関（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院以外の保険医療機関に限る。）によって計画的な医学管理の下に主治
医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った
場合、往診時医療情報連携加算として 200 点を所定点数に加算する。 

 




